
3. 自治体・大学を対象とした国内調査 

 
長崎県、長崎大学、新潟市について、ヒアリング結果を次ページ以降に提示する。 

 
① 長崎県 .................................................... 資-52 

② 長崎大学 .................................................. 資-54 

③ 新潟市 .................................................... 資-56 
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4. 課題・教訓・グッドプラクティスの抽出 

 4.1 課題・教訓・グッドプラクティスの結果（概要表） 

 
① フィリピン、エジプト、タイ、モンゴル ......................... 資-60 

② キルギス、カンボジア、エチオピア、ボリビア ................... 資-63 

③ パキスタン、スリランカ、バングラデシュ、ザンビア ............. 資-66 

④ 経済レベルと維持管理レベルの関連について ..................... 資-69 
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③ パキスタン・スリランカ・バングラデシュ・ザンビア
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④ 経済レベルと維持管理レベルの関連について

調査対象国の経済指標（GDP および GDP/Capita、2016年）と本調査においてレベル分け

した目標維持管理レベルの関係を表 1および表２に示す。母数は少ないが、経済指標を GDP

ベースとした場合は、国の経済レベルと維持管理レベル（レベル 1：緊急措置レベル、レベ

ル 2：早期措置レベル、レベル 3：予防保全措置レベル）には相関性は見られない。よって、

詳細計画策定調査時には国の経済レベルを考慮することは必要であるが、経済レベルと維

持管理レベルが相関しないことに注意が必要である。 

表 1 調査対象国の GDPと維持管理レベル 

表 2 調査対象国の GDP/Capita と維持管理レベル 
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ここで、各国の目標維持管理レベルは、本調査を担当したコンサルタントの見解である

が、現地視察および関連報告書の内容などを基に、プロジェクト終了時点（実施中を含

む）で、以下の理由によりレベルを判断した。 

（1）予防保全措置レベル 

 フィリピン：予防保全のための多様な措置を目標としている。

 エジプト、タイ：プロジェクトとして予防保全を目標とし、劣化予測モデルを

DB に導入している。

（2）早期措置レベル 

 モンゴル、カンボジア、エチオピア、ザンビア、スリランカ、バングラデシュ、

パキスタン：健全度評価を基に、早期措置が可能となるよう計画を策定してい

る。

（3）緊急措置レベル 

 キルギス・ボリビア：早期措置を実施するための技術支援を実施しているが、予

算制約のため、緊急措置計画を目標とすることが現実的であった。
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4. 課題・教訓・グッドプラクティスの抽出 

 4.2 課題・教訓・グッドプラクティスの抽出結果 

 
① フィリピン .................................................. 資-72 

② エジプト .................................................... 資-76 

③ タイ ........................................................ 資-79 

④ モンゴル .................................................... 資-82 

⑤ キルギス .................................................... 資-85 

⑥ カンボジア .................................................. 資-88 

⑦ エチオピア .................................................. 資-92 

⑧ ボリビア .................................................... 資-94 

⑨ パキスタン .................................................. 資-96 

⑩ スリランカ .................................................. 資-98 

⑪ バングラデシュ.............................................. 資-100 

⑫ ザンビア ................................................... 資-102 
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5. 橋梁維持管理にかかわる事例集 

 

フィリピン、カンボジア、パキスタン、スリランカ、エチオピアにおける橋梁維持管理の

組織等の事例集を次ページ以降に示す。 

  



ID 001 

国名 フィリピン

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル 橋梁維持管理で確認された課題を設計・施工にフィードバックした事例 

背景 フィリピン国公共事業道路省(Department of Public Works and Highways：DPWH)で

は、日本のように頻繁(2，3 年毎)に人事異動が無く、例えば計画局に配属された

場合は、その後は計画局およびその関連部署内で長く勤務することとなり、他の

部署を経験する機会が少ない。また、省内は各局で縦割り意識が強く、計画局、

維持管理局、建設局、技術局との間での技術的連携が希薄であった。 

技プロで行った橋梁点検結果では、同国の標準図を用いて建設された橋梁が、供

用直後にもかかわらず、横桁にひび割れが生じていることが確認された。技プロ

による検討の結果、横桁の強度が設計上不足していることが確認され、同国で通

常使用されている橋梁の標準設計図に問題があることが判明したが、維持管理で

得られた初期品質上の問題を担当部局にフィードバックする体制が DPWH には

整備されていなかった。 

工夫点 【パイロット工事を通じた初期品質と維持管理技術の改善】 

⚫ パイロット工事を通じ、新設橋梁の品質改善、補修・補強工事の技術移転を行

い、これらの成果を橋梁の設計、施工、維持管理を担当する各部局と共有する

ことで、初期品質の確保、橋梁維持管理サイクルの構築および改善を図ること

とした。

【C/P ワーキンググループの設置による組織横断的な情報共有】 

⚫ 計画局、維持管理局、建設局、技術局からのメンバーによる C/P ワーキンググ

ループを設置し、上記のパイロット工事で確認された課題を共有し、また、定

期的に各局で確認された技術的な問題を共有する場を設けた。 

⚫ C/P ワーキンググループで共有された設計、施工上の問題を、所属部に持ち帰

り各担当局の所掌範囲内で検討させた。

効果 ⚫ 計画、設計、施工、維持管理の担当部局がそれぞれ抱える問題を相互に共有す

ることで、橋梁のライフサイクルとして改善すべき事項を DPWH 全体として

理解できるようになった。

⚫ 維持管理において発見された問題を、設計にフィードバックし、更に設計局が

管理する標準図の改訂に関する議論が行われるなど、縦割り組織における情報

の閉塞化の改善、および制度面の改善まで踏み込むことが出来た。

⚫ 橋梁点検で発覚した RC 横桁の強度不足に対し、設計局は設計の見直しを行

い、標準図を改訂した。
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ID 002 

国名 フィリピン

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル 地方局を核とした維持管理技術の全国展開事例 

背景 フィリピン国公共事業道路省(Department of Public Works and Highways：DPWH)で
は、技プロ開始当初は、作成後 30 年を経過した点検マニュアルが使用されてお

り、実態に合わせたマニュアルの作成が必要とされていた。DPWH 本省の維持管

理局では政策決定、制度作成、事務手続きなどを中心に実施しており、橋梁の建

設から維持管理を実質的に実施しているのは全 17 の地方局（Regional Office：RO）
およびその傘下の 175 の地方事務所（District Engineering Office：DEO）である。

こうした組織の役割の背景を踏まえ、DPWH における点検、診断、計画、措置、

および記録で構成される維持管理サイクルは、各 17 箇所の RO においてそれぞれ

構築する必要があった。なお、プロジェクトのフェーズ I および II では、維持管

理技術の技術移転対象として、3 地域（セブ、バギオ、ダバオ）がモデル RO として

選定されている。3 地域は、フィリピンの北部、中部、南部の各地域の拠点となる地

方局をフィリピン側で選定している。日本人専門家からの技術移転はその 3地域の地

方局に対して行い、その後、フェーズ III で維持管理技術の全国展開することを計画

していた。

工夫点 【プロジェクトをフェーズに分割した段階的な水平展開】 

⚫ プロジェクトのフェーズ I では、まず橋梁維持管理マニュアルを整備し、フェ

ーズ II でマニュアルのレビューおよび更新を行った。また、3 地域のモデル

RO から選定された職員に対し、日本人専門家より技術移転を行った。

⚫ フェーズ II では、日本人専門家からの技術移転を受けた 3 箇所の RO 職員を

講師役とし、傘下の DEO への技術移転を実施した。

⚫ フェーズ III では、その他全国の RO 職員を 3 地域のモデル RO に招き、トレ

ーニングを行った。

【地方局と地方事務所の役割分担の定義】 

⚫ 詳細点検(点検+診断)は地方局、定期点検(点検のみ)は DEO、診断には専門知

識が必要であることから RO が実施、という役割分担を明確にした。

【持続性を確保するためのプロジェクト終了後の活動】 

⚫ フェーズ II 終了後、事務次官を責任者とし、『持続性プログラム』として、人

材育成制度、技プロで作成した品質管理・維持管理マニュアルの改訂・審査、

ワーキンググループを一つのプログラムとして 3 年間の予算を確保し制度化

した。

効果 ⚫ フェーズ I および II で技術を移転した 3 地域の RO に集中的に技術移転を行

ったことで、これらの RO の維持管理能力が大幅に改善した。

⚫ RO の職員が傘下の DEO への技術指導を行うことで、オーナーシップが醸成

され、また持続的な組織内の人材育成手法が確立した。

⚫ 段階的な技術移転により、確実に全国の RO および DEO において橋梁維持管

理サイクルが構築されつつある。

⚫ 維持管理サイクルの全国的な拡大により、フェーズ I 開始当初と比較し、フェ

ーズ III 開始時には 3 倍以上の橋梁維持管理予算を確保できるようになった。
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ID 003 

国名 カンボジア

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル 橋梁維持管理科目がない状況下で予算確保を達成した事例 

背景 カンボジアにおける道路の維持管理に係る予算の策定・執行のプロセスは、全国 25

箇所の地方事務所（Department of Public Works and Transport：DPWT）から予算要求

が本省の道路インフラ局（Road Infrastructure Department：RID）に提出され、RID 内

で全国レベルの予算策定を行い、財務省の承認後に各 DPWT に分配するというシ

ステムであった。この際、RID からの予算申請リストに対し、財務省職員の現場確

認やヒアリングが行われるため、財務省職員の橋梁維持管理に対する理解が重要で

あった。 

一方、同国では道路維持管理予算科目があるが、橋梁については個別の予算科目

はなく、必要な場合は道路維持管理予算から支弁されていた。年間の橋梁維持管

理に要していた経費は RID も把握していなかったため、専門家が調査したところ、

道路維持管理予算科目（年間約 5000 万ドル）のうち、橋梁維持管理に活用された金

額は約 1 割程度であり、落橋や交通安全に支障がある橋梁を事後保全するのみで、

計画的な橋梁補修は行われていなかった。 

こうした中、プロジェクトの PDM では当初 3 地方事務所をモデルケースとして

点検を実施することになっていた。一方で財務省は 3 年間程度の中期計画を踏ま

えたプログラム予算の策定を求めており、RID が橋梁維持管理の必要性と予算を

財務省と折衝するためには、全国の橋梁の状態と優先順位を踏まえた予算策定が

必要であった。このため、PDM に沿ってモデルケースの 3 地方事務所の点検と点

検結果による補修計画を実施しても、財務省が求めている予算要求の要件を満た

さない可能性があった。 

工夫点 【全国橋梁維持管理予算計画の根拠資料作成】 

PDM を変更し、カンボジア全土（25 地方事務所）の管理橋梁について、インベン

トリー情報及び健全度の評価に最低限必要な損傷状況を収集し、同情報及び診断

結果をベースにカンボジア全土の管理橋梁の措置優先度を区分した。同区分をベ

ースに、5 年間の全国レベルの補修・架替え計画を策定し、実現性のある予算規模

で、全国レベルの次年度予算計画案及び根拠資料を作成し、RID の予算案作成を

支援した。 

【橋梁維持管理予算配分の新設】 

維持管理予算が道路と橋梁で 1 つの予算科目であったが、道路を利用する住民か

らのクレーム等への対応もあり、主に道路の維持管理に対し予算が使用されてい

た。これに対し、上記の予算計画及び根拠資料をベースに、橋梁維持管理の予算

科目を新設し、道路とは独立して予算要求することで、橋梁維持管理の予算を明

確にした。 

【年間アクションプランの制度化】 

カンボジアの予算申請プロセスを考慮し、点検、診断、計画策定といった予算申
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請のための作業の実施時期を年間行事（年間アクションプラン）として策定し、

プロジェクト 2 年次には専門家チームの先導、3 年次には RID 主導で実施し、ア

クションプランの定着を図った。その中で、RID 局長から各職員が参加する定例

会議を開催し、点検結果と補修優先順位を協議・共有しつつ、組織的に次年度の

維持管理方針および計画を策定する体制を構築した。 

【財務省による橋梁維持管理予算の必要性理解】 

橋梁維持管理予算（案）策定後、予算の算出根拠を財務省関係者へ繰り返し説明

し、橋梁維持管理の必要性および緊急性を要する架替えや補修対象橋梁について

理解を深める活動を行った。さらに、財務省職員の理解促進のため、本プロジェ

クトの本邦研修に公共事業省職員に混ざって財務省職員の参加枠を確保し、橋梁

維持管理の重要性の理解を促進した。 

効果 ⚫ 実データに基づく全国レベルの維持管理予算計画及び根拠資料を作成し財務

省へ説得力のある予算要求を行った結果、維持管理計画に基づく橋梁維持管理

予算が同国にとって初めて配賦された。プロジェクト当初は橋梁維持管理に係

る予算はゼロであったが、橋梁架け替え・補修で約 2 百万 USD、橋梁点検と

して 4 万 USD がプロジェクトの 2 年目に承認され、ほぼ同額が 3 年目以降も

継続されている。

⚫ プロジェクトによる財務省職員への働きかけ（本邦研修参加や橋梁維持管理

の必要性の説明）の結果、橋梁維持管理に関する財務省の認知度が向上し、

予算確保がしやすくなった。

⚫ 橋梁維持管理に係る経費を道路維持管理予算と区分整理したことで、予算の

充当状況をモニタリングできる様になった。

⚫ 上記により、承認された予算を確実に執行するために、RID の橋梁維持管理

に対する取り組みの姿勢が改善し、道路維持管理が優先される状況が改善さ

れた。
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ID 004 

国名 カンボジア

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル 地方事務所が脆弱な状況下で全国橋梁点検を行うための組織体制の構築事例 

背景 カンボジアでは、橋梁維持管理予算を確保するために、財務省より全国レベルの

３年程度の中長期橋梁維持管理計画に基づく予算案の提出が求められていた。し

かしながら、本省の道路インフラ局(Road Infrastructure Department：RID)では、全

国の橋梁のインベントリーデータや点検データを所持しておらず、こうした中長

期の維持管理計画が策定できない状況であった。このため、橋梁維持管理に関す

る予算策定において、まず、全国 25 の地方事務所（Department of Public Works and 

Transport：DPWT）が管理する約 2500 橋の損傷状況を把握し、補修の優先を整理

することが求められていた。 

一方、同国では、業務分掌として 25 の地方事務所が、点検・診断・予算策定・措

置等の維持管理業務を担うことになっていたが、これまでは道路舗装の維持管理

を中心に行ってきており、橋梁の点検・診断に必要な経験や知識を有する技術者

が配属されていなかった（橋梁維持管理は、全国で 1 年間に橋梁架け換えを 4～5

橋程度と少ない）。 

こうした環境のもと、橋梁維持管理予算を確保するために、全国的な橋梁インベ

ントリーデータおよび橋梁点検・診断データを収集する体制の整備が必要であっ

た。 

工夫点 【本省を中心とした点検体制の構築】 

人材不足が深刻な地方事務所に比べて、地方事務所を統括する RID には比較的技

術力の高い技術者が在籍していたため、本省の RID 職員から選抜したマスタート

レーナー（MT）17 名に対し点検技術を移転した。その後、MT は現地状況に精通

した地方事務所職員に OJT 方式で橋梁点検を指導しながら、同時に全国の橋梁点

検を完了した。指導を受けた地方事務所員は点検補助要員（Maintenance Expert：

ME）として局長が認定することとし、プロジェクト期間中に 112 名が認定され

た。点検結果に基づく“診断”は、RID の MT（17 名）が実施することとした。また、

これらの点検データおよび診断データを、RID に整備したデータベースで一元的

に管理することとした。中央の MT と地方の ME が共同して全国の点検を実施で

きる体制とした。 

【タブレット端末による簡易点検システムを活用した点検・記録の簡素化】 

技術力の低い地方の点検要員でも対応できる様、点検項目をチェックリスト化し

た点検補助システムをインストールしたタブレット端末を準備し、最低限必要な

点検情報を簡便に収集できるようにした。その他の工夫点は下記の通りである。 

⚫ 点検補助システムは、主要部材寸法を確認するインベントリー調査と同時に行

えるよう工夫し、写真を活用した簡易なものとすることで、インベントリー収

集および点検データの収集を効率化
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⚫ タブレット端末上のデータの入力はプルダウン式とし、入力手間の簡素化と点

検者による入力差異を排除

⚫ 現場で収集した点検データを、インターネットなどを通じて自動的にデータベ

ースシステムに同期化できるシステムとし、収集された点検情報のデータベー

スへの入力手間を排除

効果 
⚫ 比較的技術レベルの低い地方事務所の職員でも、橋梁維持管理予算を策定する

ための必要最小限なインベントリーの収集から橋梁点検までを行うことがで

きるようになった。

⚫ インベントリーデータの収集、点検の実施、およびデータベースへの入力の体

制が整備され、約 1 年間で全国の橋梁データ約 2500 橋分を収集できた。

⚫ プロジェクト終了後も橋梁点検は継続されている。

⚫ RID が全国管理橋梁のデータを管理することで、優先的に措置が必要と思われ

る橋梁の抽出が容易となった。また、データベースを活用し、根拠資料となる

損傷写真等の準備が容易になった。
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ID 005 

国名 パキスタン 

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル C/Pの体制が不十分な環境での段階的維持管理体制の構築 

背景 国道を管理する国道公団（National Highway Authority: NHA）では、維持管理を道

路保全部（Road Asset Management Division: RAMD）が担当しているが、舗装の維

持管理が大部分を占めていた。橋梁維持管理担当者は RAMD に 1 名だけ配置され

ているのみで、地方支社（Regional Office：RO）および維持管理事務所（Maintenance 

Unit：MU）に橋梁担当者・点検員は配置されていない。年一回の橋梁維持管理点

検は、巡回パトロールの際に車内より伸縮装置及びカードレールの損傷をチェッ

クする程度で、本来必要な健全度判定に資する橋梁点検が実施されていない状況

であった。また、2011 年以降新規職員の採用が行われていないため、NHA におけ

る本部、地方事務所の維持管理に関連する全ての部署において慢性的な人材不足

（定員の 1/2～1/3 程度）が課題となっていた。 

技プロ当初の PDM では、NHA 本部および RO から橋梁の点検に関するマスター

トレーナー（MT）を選定し、その後、全国 48 箇所の MU へ水平展開を図る計画

であったが、RO および MU においても人材不足により十分な点検要員が確保で

きない状況であった。 
各組織の主な役割分担（プロジェクト実施前）は以下の通りである。 
⚫ RAMD の役割：データベースの入力・Annual Maintenance Plan（AMP）の作成

（2008 年以降データ更新実績無し/AMP の作成実績無し）

⚫ RO の役割：補修にかかる施工業者の調達

⚫ MU の役割：点検および補修の実施および管理

プロジェクト開始当初、各地方より MT を 65 名選抜しトレーニングを開始した

が、SOP（Standard Operating Procedure）と呼ばれる NHA の職務分掌には、橋梁維

持管理に関する規定が無く、NHA 本部、RO、MU では、橋梁維持管理業務が自ら

の職務に含まれていないという意識が大半を占めていた。このため、プロジェク

トへの参加意欲も低く、橋梁に関する知識も十分ではなかったため、想定した成

果の達成が困難と判断された。さらに、橋梁維持管理を担当する部署が非公式で

あるため、予算が割り当てられず、橋梁点検に必要な物品の調達には稟議書が必

要となるなど、こうした煩雑で時間を要する手続きが、橋梁維持管理業務を阻害

する要因の一つとして考えられた。 

また、WB が作成した橋梁インベントリーデータが 2008 年以降更新されておら

ず、適切な維持管理計画を作成するためにはデータの再構築が必要であった。 

このように、C/P の組織体制や初期データが不十分な中で、橋梁点検、データベー

スを活用した橋梁補修予算の算出などの技術移転を行い、プロジェクト成果を達

成する必要があった。 

工夫点 【限定された人材による組織構築】 

⚫ 本省・地方共に人員不足などの問題から、全国の RO から MT を擁立し育成

することが困難であること、RAMD 内で橋梁維持管理を統括する人材を育成
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する必要があることから、NHA 本部 RAMD に RO から選抜した 2 名および

データベース管理用 IT 技術者 1 名を補強し NHA 本部に BMU(Bridge 

Management Unit: 計 4 名)を組織した。 
⚫ NHA 本部にて 12 名の研修生（Trainee Engineer: TE）を臨時雇用（1 年毎の契

約更新）し、将来的な MU における橋梁点検要員の役割として、橋梁インベ

ントリーおよび点検・診断データを収集するためのトレーニングを実施し、

データを収集した。（最終的には 8 名に減少） 
【フェーズの提案】 

全国の橋梁点検データを一度に収集する体制がまだ整備されていなかったため、

モデル地域を設定し、技プロ実施期間と技プロ実施後のフェーズに区分した段階

的な組織構築およびデータの整備を提案し、確実な目標達成を図った。なお、最

終的な目標とする点検要員数は、日本の国土交通省近畿地方整備局の組織の事例

を参考（管轄橋梁数が約 5000 橋で類似しているため）に設定した。（短期ビジョ

ン・長期ビジョンはプロジェクト終了までに目標設定を完了する予定である。） 

技プロ期間 技プロ終了後 
期間 2017 -2019 年 短期ビジョン 

2018 年~2020 年 
中期（長期）ビジョン 

2018 年~2022 年  
(2022 年~永久） 

橋梁インベ

ントリーデ

ータ・点検 

モデル地域の代表橋梁

36 橋及びカルバート 5
函のインベントリーデ

ータ収集・点検 

全国レベルの橋梁インベ

ントリーデータ収集・点

検 

全国レベルの橋梁インベ

ントリーデータ収集・点

検 

組織体制 ⚫ 本 部 RAMD 内 に

BMU を組織（4 名） 
⚫ 橋梁点検用の研修生

(TE)(12 名) 
⚫ JICA 専門家による

BMU の育成 
⚫ BMU 職員による TE

の育成 

⚫ 本部（BMU）による年

間橋梁維持管理計画作

成、外部委託コンサル

タントの調査準備 
⚫ 地方事務所による補修

工事の調達・監理 

⚫ 本部（BMU）による年

間橋梁維持管理計画

作成、民間コンサル

タントへの研修教育

および外部委託（橋

梁点検・診断・記録） 
⚫ 地方事務所による補修

工事の調達・監理 
【職務分掌（SOP）の整備】 

プロジェクト終了後の短期・長期ビジョンにおける組織の構築、および維持管理

業務の実施の持続性を確保するための工夫として、SOP に、各組織の橋梁維持管

理上の役割分担や、「点検の実施」「データベースの更新」「継続的な人材育成」

などの義務を追加し、Executive Board Meeting に提出する予定（プロジェクト終了

時期までの承認を想定）。 

効果 
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

モデル地域の橋梁の点検データを計画通り収集することができた。 

モデル地域の点検データを基にした補修計画(案)を作成したことにより、将来

的な AMP の作成に必要な技術移転が実現した。 

SOP が作成、および承認されることにより、将来的な橋梁維持管理業務の役割

分担、必要人員の配置が制度化される予定である。 

NHA で橋梁点検の必要性が認識され、TE の雇用延長を検討している。 
本部（BMU）による橋梁維持管理計画（予算案）が作成され、橋梁点検・診断・

記録を民間コンサルタントへ外部委託するための準備を開始 
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ID 006 

国名 スリランカ

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル 橋梁の維持管理技術を重視した維持管理体制の構築について 

背景 スリランカ国には全国の国道に約 4,800 の橋梁があり、道路開発庁（RDA：Road
Development Authority）の維持管理部（M&M：Maintenance & Management Division）

が、技術サービス部（ES： Engineering Services Division）の技術的な支援を受けなが

ら、簡易な点検や清掃、補修工事等、一定の橋梁維持管理業務を行っている。プロジ

ェクト開始時の橋梁維持管理体制は、下記の通り 3 つの部署に分散しており、効率の

悪い体制となっていた。 
プロジェクト開始前の RDA 橋梁維持管理体制と役割分担 

部署 計画部 技術サービス部 維持管理部 
担当課 

活動内容 

計画・形成・モ

ニタリング・

GIS 課 
インベントリ

ー、点検調書の

取りまとめ（デ

ータベース管

理）、補修の優

先順位の設定

橋梁設計課 

損傷の著しい橋

梁に対する調

査・設計・診断 
（維持管理部の

要請に応じて） 

PD 事務所（9 箇所） 
調査・設計・積算、小規

模補修の実施、補修／架

換え工事の監理等 
CE 事務所（25 箇所） 
調査・設計・積算、小規

模補修の実施、補修／架

換え工事の監理等 
EE 事務所（53 箇所） 
日常維持管理、小規模補

修の実施、補修／架換え

工事の監理等 
PD 事務所：州レベル（Provincial Director）の地方事務所 
CE 事務所：県レベル（Chief Engineer）の地方事務所 
EE 事務所：区レベル（Executive Engineer）の事務所 

課題①：計画部は、維持管理部の EE 事務所から提出される点検調書の取りまとめ・

確認、EE 事務所へのフィードバックなどを行うことになっているが、橋梁

の知識・経験を有する技術者が不在であるため実施されていない。また、点

検結果に信頼性がないこと、および診断能力が十分に無い、点検調書の取り

まとめの責任を有するが、データベースシステムが不完全であり、実態とし

てデータベースシステムが存在しないことが理由で、損傷橋梁の対策優先順

位付けが実施されていない。 

課題② 橋梁維持管理を担う人材は、主に維持管理部の地方事務所の職員であるが、

道路維持管理と兼務であり専門的知識の必要な橋梁維持管理はほとんど実

施されていない状況にあった。また、現場で直接日常管理を行う現地事務所

である各 EE 事務所にエンジニアは 2 名程度しか在籍せず、道路維持管理な

ども行っているため橋梁に係る作業が不十分であった。 

課題③ 維持管理部の地方事務所職員（PD 事務所、CE 事務所、EE 事務所）は、橋

梁に係る点検や評価・診断に係る知識・経験に乏しく橋梁維持管理を実施で

きない。 

技プロでは、こうした状況を改善するため、RDA 本部及び地方事務所（PD, CE, EE）
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の組織体制を再構築することが求められていた。 
工夫点 【橋梁維持管理専属部署の配置】；課題①に対応 

橋梁技術を最も理解している橋梁設計課と連携しやすいよう、技術サービス部の中に

橋梁維持管理の専任組織である橋梁維持管理評価課（Bridge Maintenance and 

Assessment Unit：BM&AU）を新設し、技術サービス部より 9 名の管理技術者を配属

し、さらに全国各 9 州の PD 事務所に 1 名ずつの橋梁技術者を配置した。プロジェク

ト実施期間は、BM&AU では、橋梁点検、診断、BMS の運用および橋梁維持管理計

画の策定まで一元的に実施することとした。 

【BM&AUと地方事務所の橋梁点検上の役割分担】:主に課題②③に対応 

プロジェクト期間中、BM&AU が橋梁点検を実施したが、点検作業・安全にかかわる

資機材の調達、点検補助員の配置、交通規制員の配置、地元警察との協議など、維持

管理部の下部組織である PD事務所／CE事務所／EE事務所など地方事務所の支援は

必要不可欠であった。点検・診断などの現地での作業は EE 事務所が行い、補修は予

算規模に応じて PD, CE, EE 事務所が行っている。3 モデル地区に関しては、BM&AU
が中心に点検を実施し、その他の州は、BM&AU に参画していた 9 州の地方事務所の

代表者が各州に戻り、PD、DE、EE の事務所職員へ技術移転（点検・診断が中心）を

行った。また、BM&AU は計画部を含む本部職員へも技術移転を行っている。 

【橋梁維持管理サイクルの持続性に必要な役割分担】:主に課題①に対応 

橋梁維持管理を持続的に実施するためには、地方事務所以外の既存の関連組織も重要

であるため、下記の通り役割分担を設定した。 

計画部計画課：橋梁維持管理の予算費目の新設、予算の配賦 

計画部トレーニング課：維持管理に係る教育・訓練（人材育成） 

技術サービス部橋梁設計課：橋梁補修・補強・架け替え設計、診断 

技術サービス部施工課：架け替えや大規模補修の実施 

技術サービス部調査開発課：ボーリングと材料試験の管理 

【維持管理業務手順書の作成】:上記の工夫の持続性を担保するための施策 

橋梁維持管理サイクルに沿った業務が円滑に実施されるよう、橋梁維持管理業務手順

書を作成した。手順書は、各業務の責任組織、実施時期、業務結果の承認申請・承認

手続きなど、業務の流れが分かるようにフロー形式にまとめ、ボード会議で承認され

た。また、同手順書が十分に認知されるよう、ボード会議で承認される前に地方部の

責任者も招集して説明、意見交換を行った。 

【プロジェクト後の橋梁維持管理体制】:主に課題②に対応 

プロジェクト終了後、新設された BM&AU は、各 PD 事務所へ技術移転を行い、各

PD 事務所の橋梁維持管理を統合管理するとともに、点検・診断・補修・管理計画の

研修を担当し、人材を継続的に育成するシステムを提案した。 
効果 

⚫ BM&AU が属する技術部で全国橋梁のデータベースを管理し、橋梁維持管理の優

先度リストを作成し、計画部で予算計画を作成するルーチンが形成された。

⚫ 上記組織体制により、プロジェクト実施期間中に 2968 橋の点検・診断およびデ

ータベースへの入力を完了した。
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⚫ BM&AU に配属された職員が、モデル州 3 州の地方事務所職員を中心に全国の職

員に対し、現地語によるインベントリー収集、橋梁点検、診断、補修のトレーニ

ングを実施した。

⚫ 各 PD 事務所に専任の BM&AU が設置され、EE 事務所職員が点検の実務を担当

しており、人事ローテーションがある中でも人材が補充されている。また、

BM&AU は全技術職員対象にセミナーを継続して実施しており、プロジェクト終

了後も BM&AU が機能している。

⚫ プロジェクト終了後、地方展開が行われ、現時点で 4000 橋程度実施しているた

め、2018 年中には全橋 4800 橋を完了する見込みである。
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ID 007 

国名 エチオピア 

領域 領域 3 橋梁維持管理の組織・制度基盤 

タイトル 橋梁点検を民間への外部委託した事例 

背景 道路維持管理機関（ERA）にとって、地方事務所の技術職員の不足は大きな課題であ

った。一方、道路基金予算は比較的潤沢で、橋梁点検のコンサルタント委託、補修工

事の実施には十分な予算があるものの、基金の使途が外注業務に制限されており、点

検のための人件費や現場を巡回するための車両の購入、データ転送のための通信施設

整備には充当できないという制約があった。また、ERA 職員が給与水準の高い民間

会社へ転職するケースも多い。技プロ開始当初、実施機関で橋梁点検を実施する予定

であったが、このような人材不足の中で、点検データの収集が進まず、プロジェクト

の進捗に支障をきたしていた。 

工夫点 ERA は、その対策として民間コンサルタント会社 3 社と橋梁維持管理の委託契約

（3 年間）を締結した。この委託契約では、地方事務所の エンジニアの監督の下、

コンサルタント会社が橋梁点検、評価、優先順位づけ等を行い、各橋梁に対し、毎年

1 回の定期点検と、3 年に 1 回の詳細点検を行うことになっている。 

プロジェクト終了時（2010 年）には、コンサルタント会社が 420 橋の緊急点検を終

了し、その点検結果や補修に係る積算費用等を取りまとめた報告書を橋梁維持管理課

（Bridge Management Branch：BMB） に提出し、その報告書に基づいて補修・架け替

え工事を実施する 150 橋の選定を行った。 

効果 
⚫ 全地方事務所に最低でも 1 名の橋梁エンジニアが配置され、コンサルタント会社

の監督にあたるシステムが整備された。 

⚫ コンサルタント会社が行う点検作業に立ち会うことで、地方事務所の若いエンジ

ニアの技術力向上にも寄与している。 

⚫ 「舗装より橋梁の維持管理に予算配分を優先させる。」という認識が ERA 幹部

職員の間に醸成された。 
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6. 点検技術の事例集

6.1 点検に使用する機材

橋梁点検に使用する点検機材の一覧表を下記に示す。点検機材は、日本でも一般的に使

用する最低限必要な機材、点検作業を効率化するための機材、および ICT 等新しい技術

を活用した機材をリスト化している。また、各支援目標で設定した点検レベルに必要とな

る機材を判別し、プロジェクトのインプットとして調達する機材を特定する。機材の概要

を次ページ以降に示す。 

表 点検に使用する機材 

材料 損傷の種類

支

援

目

標

1

支

援

目

標

2

支

援

目

標

3

1 ノギス ○

2 超音波板厚計による板厚計測 ○

3 クラックゲージ ○

4 ひび割れ計測システム ○

5 コンクリート構造物のひび割れ検出塗装システム ○

6 テストハンマー ○

7 赤外線調査トータルサポートシステム Jシステム ○

8 ＨＩＶＩＤＡＳ（コンクリートひび割れ診断） ひびわれ・うき・剥離 ○ ○

9 G-Cube・橋梁床版内部診断技術 床版の損傷 ○ ○

10 ソナーによる橋梁下部工洗掘調査 洗掘 ○

11 双眼鏡 ○

12 ポールカメラ ○

13 橋梁点検車/リフト車 ○ ○

14 構造物点検用カメラ「DSカメラ」システム ○

15 橋梁点検ロボットカメラ等機器を用いたモニタリングシステム ○

16 橋梁の打音検査ならびに近接目視を代替えする飛行ロボットシステム ○ ○ ○

17 土木(建築)構造物一般図作成システム ○ ○

18 デジタル画像による、構造物の点検・分析支援システム ○

19 インフラドクター ○ ◎

参考

把握できる内容

点検機材

機材名称

番

号

点検

領域2

高

度

な

技

術

画像データによる自動損傷検出

データベース管理支援

桁下（アクセス困難箇所）の近

接

高度な技術：○：構造解析あるいは高度な操作技術が要求される。

高額な費用：○ 300万円～1000万円、◎1000万～

高

額

な

費

用

鋼 腐食

コ

ン

ク

リ

ー

ト

その他

ひびわれ

うき・剥離

色塗（黄）：最低限必要となる点検機材

色塗（緑）：効率化に資する点検機材

色塗（青）：先進的な点検機材（ICT技術を用いたSIPの最先端技術含む）

文字（赤）：ICT技術を用いたSIPの最先端技術
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1

2 

2
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1 

1

3

( ) ( ) ( ) NETIS 

3 

3
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 NETIS 

3 

3

1 

1
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 J

JR

 NETIS 

3 

30°

3

HIVIDAS

NETIS

3 

3
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G-Cube

3

 NETIS 

3 

3

 NETIS 

3 

3
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2 

1

2 

2
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3 

3

DS

 NETIS 

3 

3
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GPS

Web

SIP

3 

3

3

0.2mm

   

SIP

Web
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3 

UAV
GNSS

UAV 3

( )

3D

 NETIS 

3 

3
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NETIS 

3 

3

GIS 3

3

3D
GIS 3

3 3

3 

GIS CAD
3
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6. 点検技術の事例集

6.2 診断に使用する機材

一般的に診断に使用されている機材および、SIP等で開発されている ICT など新しい技

術を活用した診断用機材を下記にリスト化した。これらの機材は、一般的には支援目標３

の段階で活用されることを想定しているが、支援目標１および２においても、十分に活用

の効果が得られる場合には、プロジェクトのインプットとして検討する。機材の概要を次

ページ以降に示す。 

表 診断に使用する機材 
領域2

診断

材料 損傷の種類

支

援

目

標

3

1 磁粉探傷試験 ○

2 クラックパトロール ○

3 シュミットハンマー ○

4 圧縮強度試験（コア抜き・室内試験） ○

5 電磁波レーダ ○

6 中性化深さ測定（ドリル法） ○

7 中性化深さ測定（コア抜き・室内試験） ○

8 表面塩分量測定試験（コア抜き・室内試験） ○

9 コンクリートビュー ○ ○

10 促進膨張試験（コア抜き・室内試験） ○

11 衝撃振動試験による構造物の健全度評価法 ○ ○ ○

12 鉄筋コンクリート構造物における内部鋼材の非破壊調査技術 PC シース管充填不良 ○ ○

13 補修・補強を行ったコンクリート橋の長期モニタリング RC 補強後の異常検知 ○ ○ ○ ◎

14 東京ゲートブリッジのモニタリング技術 ○ ○ ○ ◎

15 省電力化を図ったワイヤレスセンサによる橋梁の継続的遠隔モニタリングシステム ○ ○ ○ ○

構造物全体の挙動把握

中性化

塩害

ASR

構造物全体の挙動把握

高度な技術：○：構造解析あるいは高度な操作技術が要求される。

高額な費用：○ 300万円～1000万円、◎1000万～

診断機材 領域2以外 参考

番

号

機材名称

把握できる内容

品

質

管

理

緊

急

時

の

対

策

鉄筋かぶり厚さ

高

度

な

技

術

高

額

な

費

用

鋼 亀裂

コンクリート強度

色塗（青）：先進的な点検機材（ICT技術を用いたSIPの最先端技術含む）

文字（赤）：ICT技術を用いたSIPの最先端技術
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3

IC

 NETIS 

3 

3
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3 

3

3 

3
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3 

3

3 

3
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3 

3

1 2cm

3 

3
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 NETIS 

3 

3

ASR)

3 

3
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30kg

    

3 

3

NETIS 

3 

3
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1

3 

3

5
Weigh-in-Motion Fiber Bragg Grating (FBG)
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http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000080088.pdf

3 

Fiber Bragg Grating (FBG)

3
3

31 1

SIP

3 

3
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7. 補修技術の事例集

補修工法リストについては、補修工法の選定として参考になるように、設計計算を伴う

もの、および設計計算を必要としないものの 2 種類に分類し、設計および施工に関する難

易度が異なることから、設計および施工に関する難易度を 3 段階に区分した。加えて、緊

急措置、予防保全で主に採用される工法を分類した。なお、補修工法の概要を次ページ以

降に示す。 

表 補修工法リスト 

補修対象の損傷
開発途上国

の実績

緊急

措置

予防

保全

設計

施工

難易度

構造

計算

日常管理 1 桁端洗浄（予防保全） 桁端部や支承の劣化 エジプト ○ －

2 塗装塗替工 腐食 エジプト ○ 低

3 塗膜剥離工法 腐食 ○ 低

4 当て板工法 腐食・減肉、疲労亀裂 フィリピン、エジプト ○ 中

5 部材交換 腐食・減肉、疲労亀裂、変形 ○ 中 必要

6 ストップホール 疲労亀裂 ○ 低

7 溶接補修 疲労亀裂 ○ 低

8
亀裂補修（グラインダー

処理・TIG処理）
疲労亀裂 ○ 低

9 変形補修（加熱矯正） 変形 ○ 低

10 ピーニング処理 疲労亀裂 ○ 低

11 炭素繊維接着工 床版ひび割れ等 フィリピン、カンボジア ○ 中 必要

12 下面増厚工 床版ひび割れ等 ○ 中 必要

13 上面増厚工 床版ひび割れ等 ○ 中 必要

14 増設桁工 床版ひび割れ等 ○ 中 必要

15 局部打換え工法 床版ひび割れ等 フィリピン、エジプト ○ 中 必要

16 全面打換え工法 床版ひび割れ等 ○ 中 必要

17 床版防水 漏水・遊離石灰 ○ 低

18 鋼板接着工法 床版ひび割れ等 ○ 中 必要

19 剥落防止工法 剥離・鉄筋露出 ○ 低

20 ひびわれ被覆工法 ひびわれ ○ 低

21 注入工法 ひびわれ フィリピン、カンボジア ○ 低

22 充填工法 ひびわれ ○ 低

23 左官工法（断面修復） 剥離・鉄筋露出 ○ 低

24 吹き付け工法（断面修復）剥離・鉄筋露出 ○ 低

25 表面被覆（塗装工法） ひびわれ ○ 低

26 表面被覆（シート工法） ひびわれ ○ 低

27 表面含浸工法 腐食 ○ 低

28 グラウト再注入工 腐食 ○ 低

29 ＰＣ鋼材突出防止工 断面欠損 ○ 低

30 電気防食工法 塩害による損傷 ○ 高

31 脱塩工 塩害による損傷 ○ 高

32 外ケーブル補強工 耐荷力不足による上部工損傷 ○ 高 必要

33 ひびわれ被覆工法 ひびわれ ○ 低

34 注入工法 ひびわれ フィリピン、カンボジア ○ 低

35 充填工法 ひびわれ ○ 低

36 橋脚鋼板巻立て工 変形 ○ 中 必要

37 伸縮装置対策工 腐食、疲労破損 フィリピン、エジプト ○ 低

38 支承取替え 腐食、疲労破損 フィリピン ○ 中 必要

コ

ン

ク

リ

ー

ト

橋

下

部

構

造

橋梁

付属物

補修工法

鋼

橋

床

版
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8. 勉強会の議事録・配布資料

8.1 勉強会議事録 

勉強会（全 5 回）の議事録を次ページ以降に提示する。 

① 第 1回勉強会 ................................................... 資-157

② 第 2回勉強会 ................................................... 資-162

③ 第 3回勉強会 ................................................... 資-167

④ 第 4回勉強会 ................................................... 資-172

⑤ 第 5 回勉強会 ................................................... 資-176
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開発途上国における橋梁維持管理にかかる支援に関する調査

第5回勉強会議事録 

作成日時：1/17/2019 

日時：2019年1月17日（木）15：00 ～17：00 
場所：（独）国際協力機構 本部 （東京都千代田区二番町5-25） 227会議室 
出席者：添付-1参照 
議事次第：

1. 開会の挨拶   社会基盤・平和構築部長

2. 出席者紹介

3. プロジェクト研究「開発途上国における橋梁維持管理にかかる支援に関する調査」の最終報

告書発表

4. 意見交換・事務連絡

5. 閉会

議事内容：

１．安達部長挨拶

前回 2017年 10月に開催し、その後外部要因を含めた効率的な取り組みに関する検討を実施した。

今回は、最終報告書の概要を紹介し、取りまとめのための意見をいただきたい。

２．最終報告書の概要（CTII溝田） 
最終報告書の概要として、『2章 これまでの支援による効果・課題の整理』および『4章今後の支

援方針』を中心に説明。

３．質疑応答

(1) 国交省 宮原様 

 下記の4つの要素に関し整合性（バランス）をとり（一要素が突出すべきではない）、見える

化して維持管理を改善することが重要。

①  維持管理で必要となる実施すべき業務を認識する。

②  実施すべき維持管理業務を適切に行うための組織（責任分担）を整備する。

③  組織内で義務付けられた維持管理業務を実施するための人材を確保する。

④  ツール（BMS、マニュアル、タブレット端末など）を活用し維持管理業務を支援する。 
 日本では平成26年度から点検が義務化され全国的に技術者が不足しているなどの問題が顕在

化している中で、ツールの開発が突出してしまうことがありツールに見合った管理者がいる

のかなどの課題がある。日本でも上記の4つの要素に整合性を持たせる過渡期の状況にある。 
 P27,28の図について維持管理レベルが記載されている。この中で「データベース・BMSなど

のツールとして何を使っているのか」が本質ではなく、上記（組織・人材など）の整合が図

られているかどうかが大事であろう。維持管理レベルと、組織・制度などの整合が取れてい

るか見える化し改善できる仕組みを考慮すると良い。同様の考え方でタブレット端末の活用

がP38の事例で挙げられているが、橋梁の技術に詳しくない人に渡されても診断できるわけで

はないため1、ツールに見合った人材がいるのかといった点に目を配る必要がある。 

1 タブレット端末活用は、点検要員が少ない中で点検の簡素化や点検結果のスクリーニングを目的としており、

高い技術が必要な診断を省力化するものではない点を説明しきれていなかったため、上記のコメントを得ている。 

⑤　第回勉強会
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(2) 東京大学 長井先生 

[DBの活用について] 

 これまでの技プロにおいてデータベース（DB）の作成が大きな成果となっており、その活用

方法を示すことが重要ですが、活用方法如何。

 （事務局）点検結果を基に作成したDBにより、対象管理橋梁の損傷状況を全体的に俯瞰して

みることができるようになり、計画、設計、施工、車両通行管理の見直しなどに活用すると

いう「道路アセットマネジメントに係る大きなPDCAサイクル」という概念もあるものと考え

る。

 DBの活用方法としてフラットにデータをみることが重要。つまり、初期品質の確保、予算確

保、初期欠陥、過積載などの課題検出に活用可能。DBのレベルについても、多様な状況があ

る。DBが作られることが多いが、DBを何に活用するのか、踏み込んだ計画や活動が大事で

あることを報告書に記載していただくとよい。

 点検で得たデータを活用することにより問題の原因を明確化することもできる。例えば、初

期品質や過積載の問題点も抽出することが可能となる。これらから、維持管理サイクルを回

すだけでなく、回すことにより得られたメリット（コストの縮減など）を他に回すことがで

きる（新しい設計・施工など）、ということを共有することが大事2。 
 （事務局）点検データの活用については、方向性は長井先生の指摘のとおりであるが、技プ

ロの制約の中でどこまでできるか判断する必要がある。技プロ以外のスキームも含めて支援

の方法を考えたい。

[日本の地方自治体との違いについて] 

 日本の地方自治体と途上国の状態は親和性が高いと考えているが、日本と途上国とで大きく

異なる点は何か？

 （事務局）民間の技術力が成熟していない点が日本と大きく異なると考えられる。 
 開発途上国の維持管理上、課題が維持管理業務の受け皿となる民間企業の技術レベルおよび

参入ということであれば、利益の確保などビジネスとして成立するよう維持管理を行う支援

も必要であろう。

[長大橋への取り組みについて] 

 今回の調査の多くの対象は中小橋梁を対象とした技プロと考えられるが、途上国によっては、

他ドナーの支援で建設された長大橋も多い国もあり、これらは技術レベルとして当該国の能

力を越えていることがある。

 このことから、タブレットのような作業の効率化は分かるが、大局的に長大橋への対応とい

った技術力の向上の重要性を記述しておく必要があろう。その場合、現地や日本の大学との

連携により技術力向上を図ることもできる。

 （事務局）調査対象とした技プロの多くは中小橋梁を中心としたが、フィリピン3はフェーズ

３まで実施し特殊橋梁（長大橋）を対象とした支援を実施した。特殊橋梁に特化した維持管

理マニュアルを作成している。

(3) 長崎大学 西川先生 

2 維持管理サイクルの定義に関し、初期品質や過積載などの課題を抽出するための大きな維持管理サイクルについ

て報告書に追記する。 
3 エジプトの技プロでも、斜張橋などの特殊橋梁に対する維持管理マニュアルを作成している。 
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 品質管理基準の整備状況の調査結果が12カ国中7カ国で整備されている結果となっており、多

い印象を受けた。課題別研修の参加者の国では初期品質管理が徹底されていない印象を持っ

ているが、実態はどうか？

 （事務局）整備されていると回答した国には、AASHTOなど海外の基準をそのまま使用して

いる国もあると考えている。

 フィリピンのグッドプラクティスで、補修・補強工事が定着したとなっているが、技術が定

着したことと同時に、マニュアル等は整備されたか？

 （事務局）フィリピンを含む各国で、補修マニュアルの整備が行われている。プロジェクト

終了後にも参照できるようにしている。

 領域１，２はある程度課題の体系が整理可能であるが、領域３，４は問題が広範で、個別の

オーダーメイド的な対応が必要、ということと思う。領域３，４もある程度標準化を図るこ

とができれば、プロジェクト形成が容易になる可能性があると思うが、可能か？

 （事務局）事例を収集することで標準化も可能ではないかと考える。 
 （事務局）領域3の標準化に関し、同じような課題が見受けられるもの、例えば本省と地方局

に関する役割分担のパターンについて、報告書に記載済みである。コメントを踏まえ改めて

内容を見直したい。

 領域１は技プロであまり扱われていないという分析結果になっているが、実態は、その他の

プロジェクトで領域１に関する技術支援が行われており、その結果、維持管理技プロでは領

域１を扱わないこととしている、といったすみ分けができているのか？

 （事務局）調査の結果では、ベトナム、カンボジア、ミャンマーで初期品質管理の技術支援

が別途行われている。

 今後は、領域１が維持管理技プロの中にも取り込まれることを期待している。 
 （事務局）領域１の取り組みは課題が大きく、維持管理技プロの中ですべて対応することは

難しい場合もあるため、当該国の状況をみつつ、別プロジェクトとして実施していくことも

あり得る。

 人材育成の観点から、長期的な取り組みが必要であり、大学が寄与できるエリアである。日

本での留学を終えた職員がカウンターパートのキーマンとして活躍することでプロジェクト

が円滑に進んだなどの事例があるか？

 （事務局）プロジェクトに参加したC/Pが、プロジェクトをきっかけに、より技術を深めるた

めに日本の大学への留学を希望した事例はある。

 持続性という観点で、日本で学んだ実施機関の職員が帰国後活躍するという事例が多くでて

くることを期待している。

(4) JICA 古木 専門員 

[維持管理レベルについて] 

 維持管理レベルと国の経済（発展）レベルには関係があるはず。国の経済発展レベルを踏ま

えた議論もあったほうが良いと思う。4 
 今回の調査対象国の多くは中進国に近く、後進国はまた別の事情があり得る。例えば、後進

国では道路規格等がはっきりしていなことが多く、重要度と健全度のマトリクスを書くこと

が難しい場合がある。

4 各国の GDP と維持管理レベルの関係については、報告書の資料編に記載する。GDP のみで維持管理レベルを判

断することは必ずしも適切ではないという結果が確認されている。
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 一方、実施機関の道路局長の立場からすると、道路ネットワークにおける橋の位置づけ（重

要度）を明確にし、道路ネットワークの整備と橋梁維持管理をどうバランスすればよいのか

が関心事項であると思われる。こうした要望も考えた場合に、DBの機能をどのように考える

のか報告書に記載されるとよいと思う。

 （事務局）上記は道路アセットマネジメントの領域になるので、現在進めているアセットマ

ネジメントプラットフォームおよび別調査業務で対応を考える予定。

 診断の出口として、架け替という選択肢の位置づけを明確にすることも必要と考える5。 
[DBの活用について] 

 DBについては、ある程度データがそろっている状況もあり、アセットマネジメントへ活用で

きる可能性がある。

 劣化曲線を活用したエジプトの事例の記載に関し、説明に矛盾が無いよう留意が必要。 
 （事務局）エジプトのプロジェクトでは、劣化曲線を活用したレベル３をプロジェクト目標

としたが、結果的には劣化曲線の機能を活用しきれていないという結果である。

(5) JICA 川原専門員 

 BMSは、先方政府の関心も高く、プロジェクトを実施するためのインセンティブとして有効

なツールである。

 BMSをマクロマネージメントとして活用すべきところを、ミクロマネージメントとして間違

った使い方をしている場合があるため、十分な説明が必要。

(6) JICA 安達部長 

 予算、人材、組織の着眼点はよいが、時間軸が課題。どれも時間がかかる。また時間を与え

た場合、改善のスピードが国によって異なるはずであり、時間軸の取り扱いはどこかで記述

をすべき。フィリピンの例では長くプロジェクトを実施したことが成果につながっていると

も考えられる。

 現在の技プロは3年~5年で原則縛っているが、そもそもこの考え方が良いのか、最初から10年
を設定してその中でフェージングを考えた方が良いのではないか、という考えもある。この

ような点も報告書に加えたらどうか。

 （事務局）技プロの期間が3年~5年間であることの妥当性については、これまでにも指摘する

意見があるため、時間軸に対する考え方についても報告書に記載する。

 [道路アセットマネジメントについて（事務局）] 

現在、JICA では別途 3 カ国を対象とした調査に基づき、道路アセットマネジメントに関わる支援

方法を調査・検討中である。各国の技術支援の達成度、成熟度などを評価したうえで、対象国に

おける中長期的なアセットマネジメント支援計画を策定し、そのうえで、維持管理、初期品質、

過積載対策などの支援プログラムを実施していくことを検討中である。

以上

5 補修は架替えも含んでいる点を報告書で定義している。 
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添付-1 
出席者リスト 

区分 氏名 所属
大学 長井　宏平 準教授 東京大学生産技術研究所

ヘンリー・マイケル 準教授 北海道大学大学院
西川　貴文 助教 長崎大学大学院

国総研 宮原　史 研究官 国土技術政策総合研究所

JICA 安達　一 部長 社会基盤・平和構築部
山村　直史 次長 社会基盤・平和構築部
金縄　知樹 課長 社会基盤・平和構築部
千田　華奈子 調査役 社会基盤・平和構築部
佐川　夏紀 職員 社会基盤・平和構築部
古木　守靖 国際協力専門員 社会基盤・平和構築部
川原　俊太郎 国際協力専門員 社会基盤・平和構築部
近藤　達仁 職員 JICAネパール事務所（ビデオ会議参加）

企業 遠藤　繁人 株式会社エイト日本技術開発
木村　瞬 株式会社エイト日本技術開発
野口　直樹 大日コンサルタント株式会社
高橋　敏彦 大日コンサルタント株式会社
浦野　一也 大日コンサルタント株式会社
戸沢　正徳 国際航業株式会社
栗野　純孝 株式会社長大
浜崎　大輔 株式会社長大
松尾　隆 株式会社長大
高橋　将彦 株式会社 建設技研インターナショナル
高浦　秀明 株式会社 日本構造橋梁研究所
加々美　彰 株式会社 日本構造橋梁研究所
寺井　達也 日本テクノ株式会社
岩田　隆 清水建設株式会社
岡本　晃 JEXWAY
川田　成彦 JEXWAY
溝田　祐造 株式会社 建設技研インターナショナル
岡崎　亮男 株式会社 建設技研インターナショナル
中島　隆 株式会社 建設技研インターナショナル
越智　雅樹 株式会社 建設技研インターナショナル
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8. 勉強会の議事録・配布資料

8.2 勉強会配布資料 

勉強会（全 5 回）の配布資料を次ページ以降に提示する。 

① 第 1回勉強会.................................................. 資-183

② 第 2回勉強会.................................................. 資-205

③ 第 3回勉強会.................................................. 資-218

④ 第 4回勉強会.................................................. 資-234

⑤ 第 5回勉強会.................................................. 資-250
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開発途上国における橋梁維持管理
にかかる支援に関する調査

第5回勉強会 2019年1月17日

独立行政法人 国際協力機構

株式会社 建設技研インターナショナル

発表の目的・概要

時期 実施内容の概要

2017年10月

最終報告書(案)の作成

勉強会⑤：本業務の成果の報告2019年 1月

最終報告書の作成・提出

勉強会④：国内調査結果の報告、支援高質化への取り組みおよび追加調査・
研究が必要と思われる事項の提案

2018年12月
調査概要※ 勉強会

※ 工期を2017年12月から2019年3月
に変更

変更契約により追加した主な取り組み
1) 支援目標レベルの設定に係る検討
2) 橋梁維持管理の基盤・実施体制の整備に係る留意事項の整理
3) 支援ツール・リソースの整理
4) 今後の支援方針にかかる具体的実施手法の提案

勉強会①～③：①これまでの技術協力の業務概要の報告、現地調査対象国
の選定、②現地調査(フィリピン、カンボジア、キルギス、エジプト)結果
の報告、③プロジェクト効果分析結果の報告、国内調査（案）の提案

勉強会④後の取り組み

1)～4) を行うとともに、

その根拠を明確にする

ため、これまで整理した

支援の課題にかかる追

記のアンケート・ヒアリン

グ調査・再整理を行い、

最終報告書（案）としてと

りまとめた追加のアンケート・ヒアリング調査および結果のとりまとめ
組織・人員・予算・運用管理にかかる課題・教訓等

目的： 最終報告書（案）について説明し、有識者に知見を求め、
報告書の最終化に役立てる

➄　第5回勉強会
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【本調査対象12ヶ国】

調査対象国(現地調査実施)調査対象国(現地調査なし)・追加調査

追加（勉強会④後）のアンケート・ヒアリング調査

発表の目的・概要

1. 調査の概要
1.1 調査の背景 1.2 調査の目的 1.3 調査の概要

2. これまでの支援による効果・課題の整理
2.1 効果・課題の整理の目的と手法
2.2 橋梁維持管理にかかる重点領域の設定

2.3 技術協力プロジェクトのPDMの分析

2.4 技術協力プロジェクトの調査による課題抽出

2.5 これまでの支援の成果と課題

3. 日本の地方自治体の取り組み
3.1 背景
3.2 長崎県における橋梁維持管理

3.3 新潟市における橋梁維持管理

3.4 開発途上国の技術支援への適用

最終報告書（案）の構成： 4. 今後の支援方針
4.1 支援方針の概要

4.2 維持管理レベルに応じた段階的な支援

4.3 維持管理にかかる外部要因の内部化

4.4 人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持

管理のための工夫

5. 今後の支援に係る具体的実施手法
5.1 現況調査

5.2 維持管理レベルの設定

5.3 支援目標の設定

5.4 領域2の成果の設定

5.5 領域1・3・4の成果の選定

5.6 成果に応じた活動の選定

5.7 新技術の活用の検討

5.8 PDMの作成 赤字：発表内容※
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１．橋梁維持管理にかかる重点領域の設定 (2.2章)

2．技術協力プロジェクトのPDMの分析 (2.3章)

PDMで網羅されている重点領域に関連する活動

0

2

4

6

8

10

12

PDMに

記載さ

れた活

動の数

橋梁計画・設計

施工

点検

診断

計画

措置

記録予算

組織・制度

人材

過積載対策

不法占用対策

洗堀対策

PDM分析結果のまとめ

領域1.初期品質の確保

PDM上では限定的：計画・設計は3ヶ国、施工は2ヶ国と少な

い。ただし、橋梁維持管理技プロ以外で、初期品質に確保に
関するプロジェクトが3カ国（ベトナム、カンボジア、ミャン
マー）で実施されている

領域3.橋梁維持管理の組織・制度基盤整備

PDM上では限定的：領域3の重要性は経験的に認知され
様々な工夫が実施されているが、PDMに組み込まれている
技プロは限定的である

領域4.橋梁の劣化加速要因の除去

PDM上でほぼ記載無し：フィリピンの過積載調査、タイの洗堀
対策がPDMに記載されているのみである

領域2.橋梁維持管理サイクルの構築

PDMで概ね網羅：診断が6カ国と少ないが、他のサブ領域は
10カ国以上あり概ね網羅されている（診断が記載されていな

い場合でも、点検と共に健全度評価の研修が実施されており、
実質的に診断が全ての国でカバーされていると判断される）
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はい（7カ国）いいえ（3カ国）

無回答（2カ国）

３．領域１（橋梁計画・設計、施工）の課題と要因 (2.4章)
課題

不適切な計画・設計が原因で、損傷が早期に顕在化している

想定される要因

1) 設計基準の不備

2) 基準の理解度の不足

3) 橋梁技術者の不足

4) 橋梁計画・設計の審査体制

5) 橋梁計画、設計の不備による損傷が維持管理段階で発見され
たとしても、計画・設計担当組織にフィードバックされていない

アンケート調査結果

はい（5カ国）

いいえ（5カ国）

無回答（2カ国）

設計基準が整備されてい
ても、実務上必要となる
標準設計図集が整備さ
れていない国がある

アンケート対象国：12カ国

設計基準が整備されているか？ 標準設計図集が整備されているか？

ゲルバーヒンジ構造の採用による
継手部の早期損傷（フィリピン）

支間割や河道の変位等に対する適切な計
画が行われず、橋梁が流出した事例（モン
ゴル）

はい（7カ国）いいえ（3カ国）

無回答（2カ国）

３．領域１（橋梁計画・設計、施工）の課題と要因 (2.4章)
課題

不適切な施工のため、損傷が早期に顕在化している

想定される要因

1) 品質管理基準の不備

2) 施工業者における技術者の不足

3) 施工監理体制の不備

4) 施工の不備による損傷が維持管理段階で発見されたとし
ても、計画・設計担当組織にフィードバックされていない

アンケート調査結果

はい（5カ国）

いいえ（5カ国）

無回答（2カ国）

施工監理は民間の活用が
進んでいる。この結果から、
民間コンサルタントの施工
監理能力の向上が重要と
考えられる

アンケート対象国：12カ国

品質管理基準が整備されているか？
コンサルタントによる施工監理が行わ
れているか？

骨材との材料分離による強度低下（カンボジア）

コールドジョイントの発生（カンボジア）
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背 景: 人事異動が少なく、部局間の技術的連携が希薄な組織内では、維持管理で得られ
た初期品質上の問題を担当部局にフィードバックされにくい。

工 夫: ①パイロット工事を通じた初期品質と維持管理技術の改善を行い課題を抽出

②C/Pワーキンググループの設置による組織横断的な情報共有を行い、パイロット

工事で確認された課題を共有する仕組みを構築

効 果: 計画、設計、施工、維持管理の担当部局がそれぞれ抱える問題を相互に共有し、
標準設計等の見直し（スターラップ筋の追加、横桁断面の増加、橋面防水工、排水
管の適切な設置、等）が行われた。

対象国:フィリピン
事 例：橋梁維持管理部門と計画・建設部門との縦割り行政による弊害を軽減した事例

３．領域１（橋梁計画・設計、施工）の課題と要因 (2.4章)

課題／要因
これまでの取り組み

これまでの成果/
今後の課題

今後の対応案
課題 要因

橋梁のインベント
リーおよび点検
データが存在せず、
適切な維持管理計
画を作成、実施す
ることができない。

点検マニュアルが未
整備 または未活用

・点検マニュアルの作成
・普及のためのセミナーな
どを開催

• 点検マニュアルの作成およ
び普及は概ね達成

• 国によっては点検を簡素化
する必要有り

• 維持管理レベルに応じた
点検マニュアルを整備

• 持続性を見据えた点検実
務者へマニュアル普及

点検要員の技術力・
理解度が不足

・点検技術のOJT
・点検の簡素化
・タブレット端末を活用した
点検のシステム化

• 点検技術のOJTによる技術

移転は概ね達成
• システム化により効率アッ

プ（成果の拡大）

• 損傷・劣化の発現状況を
確認する点検技術を継承

• 点検のさらなる効率化/IT
化

維持管理実施機関
における点検要員
の不足

・MT制度を活用した地方事

務所に対する人員の拡大
・民間技術者の活用

• 必要な点検要員確保は概
ね達成（全国展開など人材
不足により点検要員の確保
が困難な場合がある）

• 点検要員の育成
• 点検の全国展開など組

織の状況に応じて民間活
用による人員拡大（領域
3で実施）

点検を行うための予
算が不足

・点検の必要性の説明
・基金の活用など

• 必要予算確保は概ね達成
（全国展開などの予算確保
が困難な場合がある）

• 全国展開など予算拡大
のための活動（領域3で

実施）

足場や機材等が不
足

・点検機材の供与 • 点検活動範囲の拡大
• 機材の維持管理（スペア

パーツや保管状態）に課題

• 必要な点検機材の整備
• 機材の管理体制強化
•

４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)

「点検」に対する技プロの取り組みと成果と課題
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課題／要因
これまでの取り組み

これまでの成果/
今後の課題

今後の対応案
課題 要因

点検結果を適切に
診断できず、健全
度レベルを定量化
できない。

診断を行うための
マニュアルが未整
備

・診断マニュアルの整備
・現場用にハンドブックを
作成

・橋梁に関する知識に応じて、
マニュアルの作成および普及
は概ね達成

・技術の定着には繰り返し経験
が必要

• 維持管理レベルに応じた
診断マニュアル等の整備

診断にかかる役割
分担が不明瞭

・維持管理ガイドラインの
作成や業務所掌の見直
し

・役割分担の定義は可能
・組織内で定着するための工夫
が必要

• 橋梁技術を理解した部署
の巻き込み

• 本部・地方等の役割分担
（領域3で対応）

診断を行うために
必要な橋梁に関す
る基礎技術が不足

・橋梁を理解したC/Pの

選定
・橋梁を理解するための
セミナー開催

・OJTによるトレーニング

・診断システム等による
精緻化・簡素化・スク
リーニング

• 診断に関する技術を習得でき
る人材が限定

• 健全度の判定には経験と橋
梁に関する知識が必要。橋梁
技術が理解できていないため
適切な診断の未達成

• 診断が可能な人材が少ない
ため、人材不足を考慮した体
制が必要

• 適切なC/Pの選定
• 点検結果に基づく診断結

果・データの整備および
OJTの実施

• 診断の自動化等による技
術の普及/スクリーニング
による作業量軽減

• 橋梁技術に関する長期的
な人材育成

４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)

「診断」に対する技プロの取り組みと成果と課題

課題／要因 これまでの
取り組み

これまでの成果/
今後課題

今後の対応案
課題 要因

 点検・診断デー
タに基づき、適
切な措置の方法
を選定すること
ができない。

 措置の実施に
かかる優先順位
を設定すること
ができない。

 必要な措置を事
業化するための
予算計画を立案
することができ
ない。

 点検データに基
づき、中長期的
な維持管理計画
を立案すること
ができない。

補修工法選定に関
するマニュアルが未
整備

・補修・補強工法選定
マニュアルの整備

・補修工法計画のOJT

• マニュアル整備は可能
• 材料の調達事情、施工業者の技術レベ

ルとの整合に注意が必要

➡ 維持管理レベルに応じた補修・

補強工法選定マニュアル等の整
備・普及

優先順位の設定方
法等、計画を立てる
ためのマニュアルが
未整備

・点検・診断データに
基づく維持管理計画
立案を実践

• 具体的な橋梁維持管理計画の参考資
料の不足

• 優先順位の設定方針が未決定

➡ 維持管理計画マニュアル等の整

備・普及
➡ 路線の重要度等を考慮した維持

管理方針の策定

予算計画を策定す
るための積算の不
可

・補修、補強工事の積
算単価を作成

• 施工実績が少ない工種については、適
正な価格の設定には時間が必要

➡ 既存の積算システムへ新単価を

追加、データベースシステム等を
活用した積算の簡素化

➡ 施工実績に係るデータの蓄積

中長期的な維持管
理計画に必要な技
術・情報の不備

予算規模に合わせた
中長維持管理計画の
作成を協働して実施

• 短期計画を中心に維持管理計画立案を
達成

• 予算の裏付けや技術の普及などに対す
る計画の実効性に課題

• 技プロ終了後にも長期的にモニタリング
が必要

➡ 短期および中長期維持管理計
画の策定およびOJTの実施/長

期的な支援の検討

計画を担当する部
署が無い、業務分
担が不明確

・維持管理計画担当部
署の特定・新設

・業務所掌の作成

• 点検、措置、記録をおこなう部署との情
報共有に課題

➡ データベースの管理、診断、積
算担当部署などを考慮した役割
分担の定義（領域3で対応）

４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)
「計画」に対する技プロの取り組みと成果と課題
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課題／要因
これまでの取り組み

これまでの成果/
今後の課題

今後の対応案
課題 要因

損傷が拡大した
後に措置を行う
（事後保全）ため、
道路利用者の安
全性を確保できな
い、または維持管
理コストが結果的
に高くなっている。

補修設計・工事を行う
ための基準・マニュア
ルが未整備

・補修工事マニュアルの整
備

・現地で採用可能な補修工法
の選定が必要

➡現地で実施可能な補修補強工法設
計/施工マニュアルの整備・普及

補修設計を行う技術者
が不足

・補修設計をOJT
・参考計算書の作成
・補修工事標準図の作成

・設計部署との連携も必要
・補修設計技術の定着には時
間が必要

➡民間コンサルタントや道路管理者の
設計部署などを巻き込んだ措置体
制の構築

補修工事を発注するた
めの積算・仕様書作成
を行う能力が不足

・工事発注仕様書を協働
で作成

・工事費積算を協働で実
施

・パイロット工事に対する工事
発注実績は達成

・継続した発注業務を行うた
めの業務の効率化が必要

➡設計・積算・発注のOJTおよび標準

積算単価、標準仕様書の作成

補修を行うことができる
コントラクターが不在

・パイロット工事を通じた技
術の紹介

・限定した補修工事技術の紹
介は達成

・補修工事を実施できる民間
施工業者の増加が必要

➡パイロットプロジェクトによる補修工
事のOJT・協会などを通じた民間へ

の技術の普及
➡実施機関の予算を有効に活用した

パイロット工事の実施

補修の設計、工事を委
託発注するための予算
が不足

・予算確保に向けた各種
取り組み

・パイロット工事の一部予
算支援を実施

・予算不足のため補修・補強
技術の支援が困難

・工夫により維持管理予算が
拡大した実績あり

➡技プロ開始前から計画的に予算確
保

➡予算確保に対する支援（領域3で対

応）

４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)
「措置」に対する技プロの取り組みと成果と課題

背 景： 技プロフェーズ１では、技プロの制度に関する認識不足と予算要求を行うのに必要

なデータ・計画が無かったことから先方政府側で補修工事に必要な予算が確保で
きておらず、補修工事技術支援が実施できなかった。

工 夫： フェーズ２・３において、技プロの実施に合わせて計画的に補修に必要な予算を確

保し、プロジェクト期間中に補修工事の技術移転ができるよう事前に準備を行った。
また、フェーズ１で十分な点検データが集まったため、措置の実施が可能となった。

一方、民間企業がセミナーやOJTに参加することが重要である。

成 果： 数多くの補修・補強工事技術が定着した結果、橋梁維持管理予算が拡大傾向にあ
る。具体事例は下記の通り。

対象国: フィリピン
事 例: 計画的に補修予算を確保し、技プロと協調した事例

４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)

• 橋面防水層＋アスファルト舗装の採用
• 炭素繊維シート、プレートの採用
• 排水管の延長による主桁への影響回避。
• 橋台・橋脚にゴム製プラグジョイントを設置

• 鋼橋の延命、錆防止のため、エポキシ性ポ
リウレタン塗装を推奨

• RC単純桁の舗装連続化により、防水性、耐震性、交通
走行性などを向上。

• ナイロン製の布団かご（床固め工）を洗堀防止策として
パイロットプロジェクトで設置した。

• コンクリートのコアサンプルを日本で試験した結果、ア
ル骨反応がでたため調査提案
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４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)

対象国: モンゴル
事 例: ローカルファンドを活用した補修工事の技術移転事例

背 景： 技プロでは、予算規模の制約などから、点検、診断、計画、

記録などのソフト分野における技術協力は実施しやすい反
面、措置（補修・補強）に関しては、予算規模などの問題か
ら、技術支援が困難である分野と考えられている。

工 夫： 実施機関の通常の維持管理予算で補修工事を発注し、そ

の工事の一部をパイロット工事として活用した。工事実施中
には、実施機関の技術者に限らず、その他の民間施工業
者を「サイトセミナー」に招待し、技術の紹介を行った。

成 果： 実施機関が外部委託のための発注図書作成を実践。サイ

トセミナーを通じて民間施工業者に対する施工技術の普及
を実現。

４．領域2（点検・診断・計画・措置・記録）の課題と要因 (2.4章)

課題／要因
これまでの取り組み これまでの成果/今後の課題 今後の対応案

課題 要因

橋梁の建設、点検、
措置の記録が存在
せず、効率的な維
持管理計画が立案
できない。

橋梁のインベントリー
データを保管するシステ
ムが未整備

・橋梁インベントリー
データの収集および
データベースの整備

・概ね達成
・データベースの管理体制に課題

➡既存橋梁インベントリー
データの整備

橋梁の設計、施工記録
を保管するシステムが未
整備

・設計・施工のデータ収
集、データベース整備

・データベースシステムの整備可
・情報の電子化する作業に課題
・継続的に電子データ化およびデー
タ保存するための体制が必要

➡既存橋梁データベースシ
ステムの整備

点検、措置の記録を保
管するシステムが未整
備

・点検結果、補修結果
をデータベースに記
録（OJT）

・概ね達成
・作業の役割分担が課題

➡橋梁維持管理データ
ベースシステムの構築

➡データ入力OJTの実施

既存の橋梁管理システ
ム（BMS）が煩雑である

ため継続的記録が不可

・維持の困難な市販の
データベースシステム
を効果的に活用した
事例なし

・既存のBMSの活用の可否を早期

に判断する必要有り
・操作性のよいデータベースシステ
ムの整備が必要

➡既存BMSの活用の可否

の検討
➡BMS改善方法の検討

（オープンソースソフトの
活用、現地ベンダーの活
用等）

データベースシステムを
管理・更新するための組
織体制が未整備

・データベースを管理
する組織の整備/役割

分担の明確化

・役割分担/業務所掌を明確化する ➡管理部署の新設・設定
等、必要な組織体制の構
築（領域3で対応）

「記録」に対する技プロの取り組みと成果と課題

インベントリーデータ：橋梁諸元、 データベースシステム：各種情報のインデックス索引機能と情報処理システム BMS：点検・補修記録および維持管理計画支援機能
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５．領域2における支援の達成状況 (2.4.5節)
多くの国で既に実施され実績がある領域2について、支援の達成状況をレビューした。

抽出された領域2の課題のレビュー

サブ領域 各サブ領域で特筆すべき今後の課題

点検 点検作業の煩雑さと人材不足解消 <例：グッドプラクティス（カンボジア）> タブレット端末を利用した概略点検により、詳
細点検対象を絞り込み、限られた人員・予算で全国の橋梁点検をプロジェクト内で完了させた。

診断 診断に必要な高い技術力を有する人材確保 <例：教訓（スリランカ）>多くの技術者が点検技術を習得したが、診断技術
については、実施機関の責任者だけが習得できた。診断は設計を含めた広範な知見が必要であり、適切な人材を選定すべき。

計画 実現可能な計画 <例：教訓（キルギス、カンボジア）>当該国の技術レベルや組織体制に応じた実現可能な維持管理水準を
設定する必要がある。

措置 実施のための予算確保／補修技術の普及 措置を実施するための点検データの収集、予算確保、補修技術の実用化・
民間への普及が課題である。

記録 必要性に応じたデータベースシステム <例：教訓（エジプト）> データベースが活用されているが、劣化曲線の概念を導入
した高度なデータベースシステムの部分に関し、劣化曲線の精緻化に必要なデータ更新などが実施されなかった。

領域2の支援に関する今後の課題（サブ領域の共通課題）

支援対象国で達成可能な維持管理レベルの設定と、中長期的な展望を意識しつつ、プロジェクト期間内に達成できる具体
的な目標の設定

６．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)

課題

橋梁維持管理予算が不足している

アンケート対象国：12カ国

想定される要因

1) 橋梁維持管理の財源がない

2) 橋梁維持管理の財源が効果的に活用されていない

3) 維持管理予算が路面補修に偏重しており、橋梁に対する配分が少ない

4) 点検、維持管理計画に基づいた予算申請が行われていない

5) 橋梁維持管理の認知度が低く予算が配分されない

アンケート調査結果

道路と橋梁を合わせた維持管理予算が配分されてい
る。一方、道路は住民からのクレームを受けやすい。
その結果、維持管理予算は道路舗装（路面）に偏重
する傾向がある

橋梁よりも道路の維持
管理に予算が優先配
分されている？

はい（7カ国）
いいえ

（4カ国）

無回答

（1カ国）

PDM上、外部要因に設定された予算は内部化が必要
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背 景: 道路維持管理予算科目があるが、橋梁に特化した維持管理予算科目が無く、必要に
応じて少額の予算が道路維持管理予算から支弁されていた。また、予算の承認手続
きは、財務省職員が個別事業を査定することにより実施

工 夫：全管理橋(約2500橋)の最低限必要な点検データを収集し、優先度をつけた中期計画
を立案

橋梁維持管理の予算科目を新設し、道路とは独立して予算要求

組織的に次年度の維持管理方針および計画を策定する体制を構築

財務省関係者（事業を査定する役割）に対し、橋梁維持管理の必要性の理解を促進

効 果: カンボジアで初となる計画的な橋梁維持管理予算の確保を達成

対象国:カンボジア
事 例：橋梁維持管理科目がない状況下で予算確保を達成した事例

６．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)

６．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)

課題

橋梁維持管理を行うために必要な「組織」・「制度」が整備されていない

アンケート対象国：12カ国

想定される要因

1) 橋梁維持管理を行うための組織が存在しない（組織）

2) 橋梁維持管理を行うための組織内の責任・役割分担が規定されていない
（組織）

3) 定期的な点検を義務化する制度がない（制度）

4) 橋梁維持管理の財源を規定する制度がない（制度）

アンケート調査結果

点検・診断・措置・記録といった、各活動を本省お
よび地方事務所のどちらに責任・役割を分担させ
るのかは橋梁維持管理を行う上で重要である。加
えて、民間委託の選択肢もある

橋梁維持管理
の担当部署配
置状況

点検 補修工事

直営（6カ国）
民間（3カ国）

直営・民間（1カ国）

無回答（2カ国）

民間（6カ国）
直営・民間（4カ国）

無回答（2カ国）

PDM上、外部要因に設定された組織・制度は内部化が必要
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背景： 国道公団（NHA）では、慢性的な人材不足で十分な点検要員が確保できない。職務分
掌には橋梁維持管理の規定が無く、NHA職員はプロジェクトへの参加意欲も低く、プ
ロジェクトの実施・想定した成果の達成が困難

工夫： NHA本部に、地方支社から人員を選抜して橋梁管理ユニットを組織（4名）

点検対象地域を、全国からモデル地域の代表橋梁36橋に限定するよう変更

NHA本部で12名の職員を臨時雇用し、橋梁インベントリーおよび点検・診断データを
収集するためのトレーニングを実施

NHAの業務手順書（SOP）に各組織の橋梁維持管理上の役割や義務を追記し業務を
定常化

段階的な組織構築/データの整備を提案し、長期的なアクションプランを提案

成果：モデル地域の橋梁の点検データを収集し、データを基にした補修計画(案)を作成

対象国:パキスタン
事 例：C/Pの維持管理体制が不十分な状況下での段階的な維持管理体制の構築事例

５．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)

はい（2カ国）

いいえ（8カ国）

無回答（2カ国）

５．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)
課題

橋梁維持管理を担う人材が不足している

想定される要因

1) 高等教育機関の教育水準等が問題で橋梁エンジニアが少ない

2) 維持管理実施機関において継続的に人材育成を行うシステムが存在しない

3) 点検等を担う技術職員の不足

4) 民間コンサルタントが発達していないため、点検や補修設計等民間委託ができない。
または、民間への委託を行う場合に、必要な仕様書および品質管理の仕組みが整備
されていない

アンケート調査結果

多くの国で、維持管理の問題が社会的に
も認識されておらず、教育機関や維持管
理を担う機関の両方において、専門技術
者を育成する機会が少ない

組織内で維持管理に関す
るトレーニングはあるか？

はい（4カ国）

いいえ（6カ国）

無回答（2カ国）

アンケート対象国：12カ国

大学等で橋梁維持管理を
教育しているか？

PDM上、外部要因に設定された人材確保は内部化が必要
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背 景： 道路維持管理機関（ERA）にとって、地方事務所の技術職員の不足は大きな課題であっ

た。道路維持管理基金の使途が外注業務に制限されており、点検のための人件費な
どへ活用できなかった。また、職員が給与水準が高い民間会社へ転職するケースが多
い。技プロ開始当初、実施機関で橋梁点検を実施する予定であったが、このような人材
不足の中で、点検データの収集が進まず、プロジェクトの進捗に支障をきたしていた。

工 夫： ERA は、その対策として民間コンサルタント会社3 社と橋梁維持管理の委託契約（3年
間）を締結した。この委託契約では、地方事務所の エンジニアの監督の下、コンサルタ
ント会社が橋梁点検、評価、優先順位づけ等を行い、各橋梁に対し、毎年1 回の定期
点検と、3 年に1 回の詳細点検を行うことになっている。

成 果： 全地方事務所に最低でも1 名の橋梁エンジニアが配置され、コンサルタント会社の監

督にあたるシステムが整備された。コンサルタント会社が行う点検作業に立ち会うこと
で、地方事務所の若いエンジニアの技術力向上にも寄与している。

対象国: エチオピア
事 例: 橋梁点検を民間への外部委託した事例

５．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)

背 景： 開発途上国で実施する技プロでは、言語の相違（特に英語圏以外）により、C/Pの理
解が停滞する場合がある。橋梁技術をバックボーンとしないC/Pとのコミュニケーショ
ンでは、限られた期間内で日本人専門家の技術が十分伝わらないことも多い。

工 夫：多くの技プロでは、プロジェクトスタッフとして、ナショナルスタッフ（NS）を雇用し、通訳、
翻訳などの業務を実施する。NSは、日常業務を抱える技術移転の対象となるC/Pよ
りも、より多くの時間を日本人専門家と共に活動する。こうしたNSの活動は、C/Pとの

コミュニケーションの円滑化、日本人専門家不在時のフォローアップに貢献しており、
技プロの効果をより高める機能を担っている。

成 果： NSが技術系大学で橋梁維持管理に関する技術の紹介を行うなど、技術の普及にも
貢献（キルギスの例）。
実施機関からの質問などを担当コンサルタントに伝え、技術の橋渡し役として機能。

対象国: キルギス
事 例: 現地スタッフを活用した技術移転

５．領域３（予算、組織・制度、人材）の課題と要因 (2.4章)
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６．領域４（過積載・不法占用・洗堀）の課題と要因 (2.4章)

課題

過積載車両の影響などで、損傷が拡大している

想定される要因

1) 車両の積載荷重の規制が存在しない

2) 過積載の実態を把握する情報収集・調査が行われていない

3) 取り締まりが行われていない

4) 過積載が橋梁に与える影響が認識されていない

アンケート調査結果

はい（5カ国）

いいえ（5カ国）

無回答（2カ国）

構造的に脆弱な橋梁（仮
設橋含む）が多く残存し
供用されている。過積載、
通行規制違反車両は、
下に示す写真のように、
前述の橋梁に対して深
刻な被害をもたらしてい
る。一方、過積載の取り
締まりが行われていない
国が多い

アンケート対象国：12カ国

過積載にかかる取り締まり
が行われているか？

カンボジアの事例 エチオピアの事例

６．領域４ （過積載・不法占用・洗堀）の課題と要因 (2.4章)
課題

不法占用により、橋梁点検の実施が困難

想定される要因

1) 不法占用の実態を把握する情報収集・調
査が行われていない

2) 取締りが行われていない

3) 不法占用が橋梁維持管理に与える影響が
認識されていない

アンケート調査結果

はい（6カ国）

いいえ（5カ国）

無回答（1カ国）

アンケート対象国：12カ国

不法占用を管理する組織
があるか?

カンボジアの事例

課題

洗掘の影響で橋梁の沈下等が発生

想定される要因

1) 河川敷において砂利の不法採取の取締り
が行われていない

2) 護岸および河床の管理が行われておらず、
河床が変動し橋梁が流出する

はい（2カ国）

いいえ（9カ国）

無回答（2カ国）

河川管理を担当している組
織があるか？

アンケート調査結果
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７．今後の支援方針の概要 (4.1章)
維持管理レベルに応じた段階的な支援 (4.2)

支援対象国の維持管理レベルの現状、および実現可能
な達成目標を明確にし、プロジェクト内で達成すべき支
援範囲、および将来的な支援の可能性を提示すること
により、支援内容と実施機関の技術的なギャップを最小
化し、段階的に着実なレベルアップを図る

維持管理にかかる外部要因の内部化 (4.3)

これまで外部要因として位置づけられることの多かった
領域1：初期品質の確保、領域3：維持管理の組織・制度
基盤整備、領域4：橋梁の劣化を加速する要因の排除に

ついても、プロジェクトに具体的な活動を投入することで、
プロジェクト効果の持続性を高める

制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫 (4.4)

新たに開発された技術や日本の自治体の取り組み事例
を積極的に導入し、また、大学や他ドナーが実施するプ
ロジェクトと連携することで、これまでの支援において、
共通課題である人材や技術、資金の不足を補填し、より
効率的な維持管理体系を確立する

橋梁維持管理支援にかかる重点領域と課題

８．維持管理レベルに応じた段階的な支援 (4.2章)

維持管理サイクルにかかるレベル概要

支援対象国の技術レベル、財政事情、組織体制の状況に応じて、ほとんど維持管理の実績の
ない状態から『予防保全』に向けて、プロジェクトの期間（3年程度）、投入可能な規模を想定して、
段階的にレベルアップできるように設定した。

(レベル0) 
事後保全段階

(レベル1) 
緊急措置段階

(レベル2) 
早期措置段階

 

事後保全 (維持管理レベル) 

 事後保全段階(レベル 0)  

 緊急措置段階(レベル 1) 

 早期措置段階(レベル 2) 

 予防保全段階(レベル 3) 

予防保全 
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 モンゴル：技プロ開始以前より、点検
フォーマットが存在し、橋梁の補修工
事は行われていた。点検業務の省力
化を提案

 カンボジア：不定期に点検は行われる
が、補修工事などの実績はゼロであっ
た。タブレットによる簡易点検手法を技
術移転

技術移転された維持管理レベル
0：実績無し、L1:緊急措置レベル、L2：早期措置レベル、
L3予防措置レベル

プロジェクトの⽬標レベル

⽀援前

点検 診断 計画 記録

モンゴルの事例

L2

L3

0

L1

プロジェクトの⽬標レベル

⽀援前
0

点検 診断 計画 記録

カンボジアの事例

L3

L2

L1

８．維持管理レベルに応じた段階的な支援 (4.2章)

 キルギス：維持管理の実績がほぼな
かったため、緊急対策が必要な橋梁の
抽出を中心に支援を実施

 エジプト：比較的技術力のあるゼネコン
等が多様な補修工事を行っている。長
大橋の点検手法、コンクリートの劣化曲
線等、比較的高度な技術を移転

技術移転された維持管理レベル
0：実績無し、L1:緊急措置レベル、L2：早期措置レベル、
L3予防措置レベル

プロジェクトの⽬標レベル

⽀援前

点検 診断 計画 記録

L3

エジプトの事例

L2

L1

0

プロジェクトの⽬標レベル

点検 診断 計画 記録

L3

L2

L1

0

キルギスの事例

８．維持管理レベルに応じた段階的な支援 (4.2章)

資-264



フィリピンの事例（長期的な取り組みの事例）

• フェーズ１：維持管理に必要なマニュアルの作成とマスタートレーナ（MT）の育成
• フェーズ２：MTによるモデル地域への普及とマニュアルのレビュー
• フィリピン政府による持続性プログラムの実施（人材育成・予算の拡大）
• フェーズ３：技術の全国展開とデータベースの整備

フェーズ‐１(2007～2010) フェーズ‐２ (2011～2014) フェーズ‐３ (2016～2019)

レベル設定
L0：実績無し
L1:緊急措置レベル
L2：早期措置レベル
L3予防措置レベル

８．維持管理レベルに応じた段階的な支援 (4.2章)

背 景： フィリピン国公共事業道路省(DPWH)では、橋梁の維持管理を全17の地方局

（RO）およびその傘下の175の地方事務所（DEO）が実施
特徴①：フェーズに分割した水平展開：フェーズI：マニュアル整備、フェーズⅡ：モ

デルROに展開、フェーズⅢ：全国展開
特徴②：詳細点検(点検+診断)はRO、定期点検(点検のみ)はDEO、診断はROが実施、とい

う組織上の役割分担を定義
特徴③：DPWH自ら『持続性プログラム』として、人材育成制度、マニュアルの作成・改

訂・審査等の活動を3年間の予算を確保し制度化

効 果：フェーズI/IIでモデル地域に集中的な技術移転を行ったことで、3ROの維持管
理能力が大幅に改善 / ROの職員が傘下のDEOへ技術指導を行うことでオー
ナーシップを醸成 / 長期間にわたる技術移転により確実に全国のROおよび
DEOに展開 / フェーズIII開始時には、当初の3倍以上の橋梁維持管理予算を
確保（2007年：20億ペソ（約46億円）、2016年：67億ペソ（約154億円））

対象国: フィリピン
事 例: 長期的な取り組みによる段階的な技術移転

８．維持管理レベルに応じた段階的な支援 (4.2章)
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９．維持管理にかかる外部要因の内部化 (4.3章)

領域1.初期品質の確保

長期的な取り組みが必要であるため、維持管理技プロで行う活動の範囲と、その他の形態（別の技プロ、事業実
施時のソフトコンポーネント、課題別研修、留学生制度など）で行う支援と分類した上で、技プロの中で取り組むべ
き内容を決定する。

領域3.橋梁維持管理の組織・制度基盤整備

当該領域の問題は技プロを実施するなかで顕在化する場合が多く、柔軟に成果、活動を追加、見直すことが現実
的な対応といえるが、カウンターパートの選定はプロジェクトの先行きを大きく左右するため、詳細計画策定調査
の中可能な限り把握する。また、国の発展段階、維持管理レベルと財政力および行政機関の整備状況には一定
の相関があるように見えるため、人材、組織、予算の状況及び維持管理レベルに応じて、支援目標設定を行うこ
とが考えられる。

領域4.橋梁の劣化加速要因の除去

橋梁管理者が関連組織との情報共有を強化し他ドナーの支援との連携による効率化を図り、課題／要因に対応
するための支援を行う。ただし、現実的な投入量を考慮し、技プロの中で取り組み内容を限定し、その他の支援ス
キームによる投入を想定する（例：他ドナーのTAとの連携、過積載対策に特化した技プロ実施）。

領域 対応案 具体例

領域
1

維持管理で確認し品質不足の問題を設計・
施工にフィードバックする仕組みを構築

組織横断的なワーキンググループの設
置など

領域
3

予算 財源の確保
予算配分の改善
予算の可視化／認知度の向上

①道路維持管理基金の活用
②点検結果に基づく予算案の作成
③橋梁維持管理予算科目の新設/広報

組織・
制度

組織の構築
役割分担の定義

①組織の立ち上げ/再構築
②各組織の業務分掌の文書化

人材 継続的な人材育成
人材リソースの活用

①継続的な人材育成システム整備
②民間委託や地方事務所職員等の活用

領域
4

過積載対策・不法占用対策
洗堀対策の実施

橋梁維持管理への影響を説明する啓発
など

９．維持管理にかかる外部要因の内部化 (4.3章)

表-1 課題／要因に対する対応案（抜粋）

予算、組織・制度、人
材の制約がある中で
過去に効果のあった
工夫例を整理した

課題には複数の要因があり、各要因を明確にし、これまで外部要因として扱われることの多かった分
野に対する対応案を設定し、技プロの成果（PDM）として設定できるように整理した。

橋梁維持管理予算別
建てのメリット（橋梁予
算の根拠および使途を
明確とするトレース性
の確保）とデメリット（必
要に応じて橋梁予算を
道路予算等に流用する
などの柔軟性がない）
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①維持管理財源の確保

世界銀行（WB）等の支援で整備された道路維持管理基金など特定財源を活用するため
の工夫（外部委託の活用など）

②点検結果に基づく予算案の作成

点検・補修に投入する“人”と“予算”にメリハリを付け、予算・人材の制約の中で実施可
能な維持管理シナリオを設定（日本の自治体の事例）

③橋梁維持管理予算の可視化・維持管理に対する認知度の向上

橋梁維持管理予算科目の新設、年報の作成などによる維持管理予算、活動を可視化

プロジェクトに財務担当省の職員を巻き込み、橋梁維持管理の必要性の理解を促進、認
知度の向上

１０．人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫

予算を確保するための工夫 （4.4章）

①組織の立ち上げ/再構築

橋梁技術を理解した部署・職員が診断等に関わる維持管理体制を構築

点検により判明した損傷原因を設計・施工にフィードバックするため、関係部署の代表者
から構成されるワーキンググループ等を設立し、情報共有を円滑化

橋梁点検車などの機材を導入する場合、プロジェクト後の部品等の調達や機材の維持
管理を行う機関をJCCメンバーに追加

②各組織の維持管理業務を定常化

本省、地方局、現場事務所の業務分担（点検、診断、措置、記録など）について、橋梁維
持管理業務を定常化し、橋梁維持管理実施の動機付けを行う。業務手順書の作成、ま
たは組織内に既存の内規やSOP（Standard Operation Procedure）などがある場合、維持
管理業務所掌を追記

組織・制度の工夫

１０．人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫

（4.4章）
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地方組織の技術力が比較的高く職員数が多い（例：フィリピン）
代表地方局を主要C/Pに選定し、代表地方局に技術移転を図り、そこから他の地方局に普及を図る。維持管理サイク

ルの構成要素（点検、診断、計画、措置、記録）の各担当も地方局職員（点検業務の内、日常点検、定期点検は地方
事務所の担当）としており、本省の役割はデータの管理と分析、予算配分、マニュアル等の改定に特化

技術力のある職員数が地方組織には比較的少ない（例：カンボジア）
点検と補修の実施については、現場を担当する地方局の業務としたが、診断、計画、記録は本省の業務として、本省
で集約的な管理を行う体制とした。主要なC/Pは技術力が比較的高い本省であり、一部、補修についてはモデル地方
局の職員もC/Pとした。本省職員を中心に橋梁維持管理に関する技術移転の全国展開を試行

職員数が限られ、多くの業務をアウトソースすることを前提とした組織体制（例：ザンビア）
職員の人数、技術力も不十分ではあるが、外注のための予算としては道路維持管理基金が活用できるところ、点検、
診断、計画、記録については、相当部分の業務をコンサルタントに、措置についてはコントラクターに外注することを前
提とし、外注企業を適切に監督できる能力を形成するための技術移転を実施

技術移転の段階では本省組織での対応を行うこととしたケース（スリランカ、パキスタン）
技術移転のフィールドとしてモデル地区は設定したものの、地方のモデル地区における人員不足などにより、主たる
C/Pは実施機関本部に新設した橋梁維持管理専属部署として、主に本部職員に技術移転を行い、当面は、点検、診
断、計画、措置、記録のいずれも本部が直接行い、順次、地方局に業務を移管

１０．人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫

C/Pの選定および移転技術の展開事例

①継続的な人材育成システム整備

マスタートレーナー（MT）制度（Training of Trainers）による人材・技術の拡大と、プ
ロジェクト終了後における人材育成の継続

②民間や地方職員などの活用

技術職員が不足している場合、点検業務を民間へ外部委託するための支援、ま
たは任期付き職員の活用などにより、人員を確保

地方職員等、橋梁の技術に詳しくない点検要員を有効に活用するために、タブ
レット端末等にあらかじめシステム化された点検要領を活用し、省力化を行うこと
で、人材不足の課題を改善

人材確保の工夫

１０．人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫

（4.4章）

資-268



１０．人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫

（4.4章）

資格制度の効果と民間企業の維持管理業務参加促進（長崎県の取り組み事例）
• 大学が中心となった地方での技術者の育成
• 資格の付与による点検技術者の差別化（ ※資格制度運営に一定の資金が必要である

ことに注意）
• 人材不足の中で、民間業者への門戸開放による維持管理点検業務への活用

メリハリをつけた維持管理シナリオを設定（新潟市の取り組み事例）
• 「措置」を計画的に行うための維持管理シナリオを橋梁の「重要度別」に設定する手法

は、予算および人材に制限の多い開発途上国では有効。
• 管理する全ての橋梁に予防保全を行うのではなく、重要度と、健全度のマトリクスで措

置の対応方針にメリハリを配慮
• 維持管理の大きな方針を設定したうえで、維持管理の技術移転の組み立てを行うこと

が効果的

日本の自治体を参考にした工夫

①他ドナーとの連携

橋梁管理システム（BMS）（領域２）、道路法改定や道路基金の設立（領域３）、過積
載対策（領域４）などで、他ドナーと効果的に連携し、プロジェクト効果を拡大

②新技術の活用

SIPなどで開発された橋梁点検・モニタリングに関する日本の新しい技術を積極的に
活用し、維持管理業務を効率化

③官学連携

点検技術、補修技術に対する現地大学と実施機関の協力体制構築、技プロのセミ
ナー等を通じた橋梁技術にかかる高等教育のレベルアップなど

その他の工夫

１０．人材・組織・予算の制約を踏まえた効率的維持管理のための工夫

（4.4章）
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